
中央省庁業務継続計画の策定状況について

１．経緯と策定状況

２．業務継続計画のポイント

首都中枢機関は発災時に機能継続性を確 
保するための計画として業務継続計画を策 
定することを規定

○内閣府が中央省庁業務継続ガイドラインを作成

○各省庁が業務継続計画を策定することを確認

○総理大臣からも積極的に取組むよう指示

首都直下地震対策大綱
（平成17年9月中央防災会議決定）

業務継続計画の策定状況平成19年6月 中央防災会議

具体的対応の検討

① 非常時の対応計画の検討

人的資源等の割当の優先度に関する

検討

代替拠点への移行計画に関する検討

通常体制への復帰計画の検討

その他

・ 安否確認、職場内被災者対応
・ 来庁者への対応 等

② 対策の検討

指揮命令系統の確立

代替拠点整備、庁舎の耐震補強等

重要データ類 の保全等

電源、通信、トイレ等の確保

飲料水、食糧等の備蓄 等

③ 訓練・教育

業務影響分析

業務中断や業務の実 
施の遅れに伴う影響の 
重大性を業務毎に評価

業務プロセスと
必要資源の分析

資源の確保状況の確
認と必要資源の分析

被災状況下における
業務プロセスの分析

Ⅴ 甚 大
Ⅳ 大きい
Ⅲ 中程度
Ⅱ 小さい
Ⅰ 軽 微

影
響
の
重
大
性

基本的な評価区分

地震で利用可能資源に制約があ 
る条件下での、初動対応から、目 
標とする業務の実施に至るまでの 
仕事の流れや必要資源を把握

発災後の業務水準推移イメージ

点 検 ・ 是 正

業 務 継 続 計 画 の 決 定

業務継続計画の運用

全ての中央省庁*において策定
* 全ての指定行政機関（災害対策法第2条第3号の

規定により内閣総理大臣が指定する行政機関）

非常時優先業務の選定と
目標時間・目標レベルの設定

○ 応急対策業務（例）

内閣府：緊急災害対策本部事務局の運営

警察庁：警察広域緊急援助隊等の派遣

消防庁：緊急消防援助隊による応援の指示・調整

防衛省：自衛隊部隊派遣の開始

○ 継続の優先度が高い通常業務（例）

法務省：戸籍事務に関する指導・監督

財務省：輸出入通関関連業務

厚労省：年金、失業等給付金等の支給業務

経産省：原子力防災機能の確保

国交省：航空機の運航に関する許可､命令等

発 災 後 の 状 況 の 想 定
・被災状況の想定
・自省庁における被災状況と参集可能人数についての想定

すぐ実行できる対策はすぐ実施
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100％

時間軸約１ヶ月約２週間

非常時優先業務
以外の通常業務

応急業務

非常時優先業務に
該当する通常業務

事前

災害復旧・復興中心

災害応急対策中心

発災

衛星通信の確保例

非常用電源による
バックアップに対
応したコンセント

商用電源の停
電の影響を受
けるコンセント

非常用電源による
バックアップに対
応したコンセント

商用電源の停
電の影響を受
けるコンセント

災害に伴う停電の際に稼働させる
機器等を明確化し、非常用電源容量
の効果的利用等を図った対策事例

資料５
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